
延
慶
本
平
家
物
語
に
お
け
る
　
「
人
」
「
者
」
と

格
助
詞
「
の
」
「
が
」
と
の
関
係東

　
　
辻
　
　
保

は
じ
め
に

あ
る
人
物
の
名
前
が
文
中
で
取
り
立
て
ら
れ
る
場
合
に
、

（
人
名
）
＋
と
い
ふ
人

（
人
名
）
＋
と
い
ふ
者

と
い
う
表
現
の
塾
が
有
る
。
こ
こ
で
「
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
と
「
老
」
と
呼

ば
れ
る
人
物
と
は
、
ど
の
よ
う
に
異
る
の
か
、
そ
れ
は
同
時
に
「
人
」
と
「
老
」

（1）

と
の
意
味
の
違
い
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
小
稿
で
は
、
延
慶
本
平

（2）

家
物
語
を
対
象
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
考
察
し
ょ
う
と
思
う
。

た
だ
、
か
か
る
観
点
か
ら
は
、
対
象
を
異
に
し
な
が
ら
も
既
に
い
く
つ
も
の

（3）
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
て
、
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
小
稲
で

は
、
「
人
」
　
「
老
」
と
格
助
詞
「
の
」
　
「
が
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
え
る

と
こ
ろ
を
述
べ
て
み
た
い
。

一
、
「
と
い
ふ
人
」

延
庭
木
平
家
物
語
に
は
、

後
白
川
院
ノ
近
習
老
坊
門
中
納
言
親
信
〓
司
刃
ヲ
ハ
シ
キ
（
一
末
・
三
〇

オ
）

昔
張
文
成
り
司
外
人
l
（
二
末
・
七
ウ
）

な
ど
、
「
と
い
ふ
人
」
の
例
が
四
三
例
、
又
、

足
利
ノ
太
郎
俊
綱
力
子
二
足
利
又
太
郎
忠
綱
目
司
瑚
ア
リ
（
二
中
・
五
八

ウ
）

京
二
柑
掻
エ
テ
ア
リ
ケ
ル
字
五
郎
ト
申
ケ
ル
者

（
四
・
三
五
オ
）

な
ど
、
「
と
い
ふ
老
」
の
例
が
一
二
八
例
有
る
。
そ
こ
で
、
両
者
の
用
法
を
比

較
し
て
み
ょ
う
。

ま
ず
、
事
例
数
の
少
な
い
「
と
い
ふ
人
」
の
方
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
る
こ

と
に
し
た
い
。

第
一
に
、
「
と
い
ふ
人
」
に
上
接
す
る
人
名
（
人
物
）
の
官
位
は
、
各
大
臣

・
公
卿
を
始
め
と
し
て
、
六
位
ま
で
が
来
て
お
り
、
そ
の
幅
の
広
い
こ
と
に
注

目
さ
れ
る
。
分
類
し
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

〔
大
臣
〕

太
政
大
臣
平
清
盛
入
道
法
名
浄
海
（
一
本
・
九
ウ
）

一
条
ノ
左
大
臣
正
親
公
（
一
宋
・
五
四
ウ
）

迦
留
大
臣
（
一
末
・
六
三
オ
）

弼
宰
相
（
一
末
・
六
三
ウ
）

三
条
内
大
臣
（
二
中
・
二
オ
）



カ
ル
ノ
大
臣
（
四
・
六
三
オ
）

〔
大
臣
を
除
く
三
位
以
上
〕

坊
門
中
納
言
親
信
＜
藤
原
氏
＞
（
一
末
・
三
〇
オ
）

東
大
寺
長
官
中
納
言
宗
行
脚
＜
藤
原
氏
＞
（
二
本
・
九
八
オ
）

山
陰
中
納
言
＜
藤
原
氏
＞
（
三
本
・
六
八
オ
）

大
納
言
禅
師
（
四
二
二
ウ
）

宰
相
惰
窟
＜
藤
原
氏
、
参
議
正
三
位
『
公
卿
補
任
』
＞
（
四
・
六
一
ウ
）

三
位
中
将
＜
平
氏
＞
（
五
本
・
九
一
ウ
）

博
雅
ノ
三
位
＜
源
氏
＞
（
五
末
・
一
七
オ
）

吉
田
大
納
言
経
房
脚
＜
藤
原
氏
＞
（
六
末
・
二
二
ウ
）

悪
別
当
経
成
＜
源
氏
、
中
納
言
正
二
位
『
公
卿
補
任
』
＞
（
六
末
・
八
ウ
）

〔
四
五
六
位
相
当
〕

左
少
弁
行
隆
＜
藤
原
氏
、
正
五
位
相
当
＞
（
二
本
・
九
六
オ
）

少
納
言
伊
長
＜
藤
原
氏
、
従
五
位
相
当
＞
（
二
中
二
九
ウ
）

前
右
街
門
督
光
能
脚
＜
藤
原
氏
、
正
五
位
相
当
、
後
、
参
議
正
三
位
＞
（
二

末
・
四
二
オ
）

右
近
街
権
少
将
兼
大
牢
ノ
小
弐
藤
原
ノ
広
嗣
＜
正
五
位
相
当
＞
（
三
末
・
四

二
オ
）

名
虎
ノ
右
兵
衛
佐
＜
紀
氏
、
正
六
位
相
当
＞
（
四
・
六
オ
）

越
前
守
信
行
＜
藤
原
氏
、
従
五
位
相
当
＞
（
四
・
五
八
オ
）

土
佐
守
宗
盃
＜
平
氏
、
従
五
位
下
＞
（
六
末
・
八
四
ウ
）

佐
大
夫
宗
信
＜
藤
原
氏
、
「
六
条
宰
相
家
保
ノ
御
孫
左
衛
門
佐
宗
保
力
子
也
」

（4）

（
二
中
二
二
〇
ウ
）
、
覚
一
本
に
ょ
れ
ば
高
倉
宮
の
乳
母
子
と
い
う
＞
（
二
中

二
一
九
ウ
）

上
記
の
人
物
が
「
人
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
三
位
以
上
と
以
下
と
で

は
、
記
攻
上
の
差
異
が
有
る
よ
う
で
あ
る
。

即
ち
、
三
位
以
上
の
人
物
に
つ
い
て
は
、

役
ノ
正
賢
ノ
先
祖
三
条
ノ
左
大
臣
正
親
公
月
求
テ
ケ
リ
（
一
宋
・

五
四
ウ
）

昔
迦
留
大
臣
封
刻
ヲ
ハ
シ
キ
（
一
末
・
六
三
オ
）

大
宮
大
相
国
三
条
内
大
臣
按
察
大
納
言
中
山
中
納
言

中
二
一
オ
）

ナ
ト
申
シ
人
モ

（
二

此
ノ
人
ノ
先
祖
山
陰
中
納
言
目
刺
刃
オ
ワ
シ
キ
（
三
本
エ
バ
八
オ
）

三
位
中
将
ト
l
J
石
l
刃
生
取
ニ
セ
ラ
レ
テ
上
ル
下
問
給
ケ
レ
ハ
（
五
本
・
九
一

ウ
）

博
雅
ノ
三
位
ト
ー
ヨ
三
年
力
程
雨
ノ
隆
ル
夜
モ
フ
ラ
ヌ
夜
モ
（
五
末
・

一
七
オ
）

な
ど
の
事
例
に
見
ら
れ
る
如
く
、
そ
の
人
物
の
先
祖
や
親
達
等
、
血
脈
上
の
説

明
は
何
ら
加
え
ら
れ
な
い
の
が
普
通
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
四
位

以
下
の
人
物
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
例
え
ば
、

左
少
将
行
隆
目
刺
刃
ハ
閑
院
ノ
右
大
臣
冬
副
ヨ
リ
ハ
十
二
代
故
中
山
中
納

言
顕
時
拇
ノ
長
男
ニ
テ
（
二
本
・
九
六
オ
）

少
納
言
伊
長
ト
申
ケ
ル
人
ハ
ア
コ
丸
ノ
大
納
言
宗
通
卿
ノ
孫
備
後
前
司
季

通
ノ
子
也
（
二
中
二
九
ウ
）

小
松
殿
ノ
末
子
二
土
佐
守
宗
実
剥
川
オ
ワ
シ
ケ
リ
（
六
末
・
八
四
ウ
）

の
如
く
、
そ
の
人
物
の
血
脈
に
高
位
高
官
の
者
の
看
る
こ
と
を
書
き
添
え
る

か
、
あ
る
い
は
、

紀
原
親
王
ノ
御
方
－
二
六
十
人
力
カ
ラ
持
ク
リ
ト
関
へ
ケ
ル
名
虎
ノ
右
兵

布
佐
ト
云
ケ
ル
人
ヲ
（
四
・
六
オ
）

院
ノ
近
習
老
三
肌
右
衛
門
督
光
能
卿
‖
司
刃
（
二
末
・
四
二
オ
）



の
如
く
、
そ
の
人
物
の
仕
え
る
主
が
高
位
著
で
あ
る
こ
と
が
書
き
加
え
ら
れ
て

い
る
。
又
、
そ
の
血
脈
や
本
人
の
地
位
が
高
貴
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
次
に
引

く
如
く
藤
原
広
嗣
や
讃
美
ノ
仲
麿
の
如
き
朝
敵
で
あ
っ
て
も
「
人
」
と
さ
れ
て

い
る
。
（
こ
の
二
名
は
、
覚
一
本
で
は
「
朝
敵
揃
へ
」
に
名
が
見
え
る
。
）

右
大
臣
不
比
等
ノ
孫
式
部
細
字
合
ノ
御
子
右
兵
衛
権
少
将
兼
大
牢
ノ
少
弐

藤
原
ノ
広
嗣
月
（
三
末
・
四
二
オ
）

昔
シ
恵
美
ノ
仲
暦
封
川
有
ケ
リ
贈
大
政
大
臣
武
智
暦
力
子
二
高
野
女
帝

ノ
御
時
御
寵
臣
ニ
テ
（
三
末
・
九
一
オ
）

た
だ
、越

前
守
信
行
ト
l
司
刃
在
ケ
リ
（
四
・
五
八
オ
）

に
は
、
特
に
書
き
添
え
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
信
行
が
藤
原
遺
隆
の
子
孫
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
て
、
「
人
」
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
有
る
の
で
あ
ろ

う
か
。さ

て
、
上
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
推
測
す
る
の
に
、
「
人
」
と
さ
れ
る
た
め
の

評
価
基
準
と
し
て
、
ま
ず
三
位
以
上
で
あ
る
こ
と
、
但
し
、
そ
の
血
脈
あ
る
い

は
地
位
・
立
場
の
特
に
勝
れ
て
い
る
老
な
ら
ば
四
位
以
下
で
も
よ
い
、
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
唐
国
の
国
王
、
王
妃
、
大
臣
並
び
に
代
表
的
文
人
が
「
と
い
ふ

人
」
と
さ
れ
、
逆
臣
で
も
同
様
で
あ
る
。

周
西
伯
留
＜
西
伯
昌
の
誤
り
。
周
文
王
＞
（
一
本
・
二
四
オ
）

陽
貴
妃
＜
揚
費
妃
＞
（
一
末
・
九
ウ
）

張
文
成
（
二
末
・
七
ウ
）

安
禄
山
（
三
末
・
三
ウ
）

第
三
に
、
法
師
の
う
ち
、
法
印
・
法
橋
・
僧
正
・
律
師
等
が
「
と
い
ふ
人
」

と
さ
れ
て
い
る
。

胡
摩
僧
正
行
慶
（
一
本
・
四
二
オ
）

静
憲
法
印
（
一
本
・
六
八
オ
）

法
勝
寺
執
行
僧
都
御
房
（
二
本
・
五
三
ウ
）

玄
肪
僧
正
（
三
末
・
四
三
ウ
）

侍
従
律
師
行
経
（
三
末
・
八
四
ウ
）

越
前
法
橋
章
救
（
四
・
五
九
ウ
）

浄
安
律
師
（
六
末
・
四
オ
）

右
の
中
、
「
胡
摩
僧
正
行
慶
」
は
「
白
河
院
ノ
御
子
也
」
、
「
静
憲
法
印
」
は

「
故
少
納
言
入
道
信
酉
刈
子
息
也
」
と
あ
っ
て
、
血
脈
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

前
者
は
措
く
と
し
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
、

故
少
納
言
入
道
ノ
末
子
二
宰
相
惰
憲
ト
云
人
ヲ
ワ
シ
ケ
リ
（
四
・
六
一
ウ
）

の
如
き
血
脈
説
明
も
有
っ
て
、
同
じ
く
「
信
西
」
を
受
け
る
連
体
格
助
詞
が

「
ガ
」
と
「
ノ
」
と
で
揺
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
又
、
「
法
勝
寺
執
行
僧

都
」
は
俊
寛
を
指
す
。
こ
の
事
例
は
、
俊
寛
を
尋
ね
て
島
へ
や
っ
て
来
た
有
王

の
会
話
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
侍
従
律
師
行
経
」
は
、
仁
和
専
守
覚
法

親
王
に
仕
え
、
官
か
ら
「
殊
二
探
ク
被
恩
人
ク
リ
ケ
ル
」
と
あ
る
人
物
で
あ

り
、
又
、
「
越
前
法
橋
牽
救
」
に
つ
い
て
は
、
「
此
三
位
ノ
兄
ニ
」
と
い
う
血

脈
説
明
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
「
三
位
」
は
、
豊
後
守
刑
部
脚
三
位
醇
原
資
脚

（
覚
一
本
、
巻
八
「
故
判
官
」
参
照
）
と
さ
れ
る
。

但
し
、
僧
位
は
必
ず
し
も
絶
対
基
準
と
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
法
橋
よ

り
上
位
の
法
眼
で
も
、
「
人
」
で
は
な
く
「
老
」
と
さ
れ
る
事
例
が
存
す
る
の

で
あ
る
。
即
ち
、

其
コ
P
綿
野
別
当
覚
応
法
眼
ト
云
ケ
ル
老
ヲ
パ
オ
ホ
エ
ノ
法
限
ト
ソ
申
ケ

ル
此
ハ
六
条
判
官
為
義
力
娘
ノ
腹
ニ
テ
有
ケ
レ
ハ
母
方
源
氏
ナ
リ
ケ
レ
ト

モ
世
二
随
フ
事
ナ
レ
ハ
平
家
ノ
祈
師
ト
成
ク
リ
ケ
ル
故
ニ
ヤ
覚
応
法
限
六



波
経
へ
使
者
ヲ
立
テ
申
ケ
ル
ハ
　
（
二
中
・
二
四
ウ
）

と
あ
る
如
く
、
「
党
応
法
眼
」
は
「
老
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
右
の

文
が
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
彼
の
血
脈
が
武
将
で
あ
る
こ
と
と

関
係
が
有
る
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
覚
一
本
で
は
「
湛
増
」
と
あ
る
。

次
に
「
浄
安
律
師
」
に
つ
い
て
は
、
四
散
院
の
貞
元
二
年
、
雷
に
取
り
去
ら

れ
た
御
舎
利
を
、
「
修
験
ノ
間
へ
世
二
者
ケ
レ
ハ
」
浄
安
律
師
が
「
奉
取
留
メ
」

た
と
伝
え
て
い
る
。

以
上
の
如
く
、
殆
ど
の
人
物
に
つ
い
て
、
血
脈
あ
る
い
は
人
間
関
係
、
世
評

等
の
特
異
性
が
付
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
有
ろ
う
。

こ
こ
に
特
記
す
べ
き
二
人
の
高
僧
が
有
る
。

大
師
ノ
御
姿
見
へ
サ
セ
給
ハ
ス
御
弟
子
ニ
テ
石
山
ノ
内
供
淳
枯
ト
＝
」
刃
オ

ハ
シ
キ
（
五
末
・
一
三
一
オ
）

（5）

石
山
寺
第
三
代
座
主
の
淳
柘
は
、
天
暦
二
年
十
月
内
供
奉
と
な
り
、
荘
聖
教

の
由
来
と
共
に
広
く
知
ら
れ
た
高
僧
で
あ
っ
た
。

い
ま
一
人
は
祈
親
持
経
で
あ
る
。

延
久
ノ
比
大
和
田
苗
下
郡
二
祈
親
持
経
聖
人
＝
剖
川
ア
リ
ケ
ル
カ
（
三
本

・
五
七
オ
）

「
抑
白
河
院
ヲ
祈
親
持
経
聖
人
ノ
再
誕
ト
知
ル
事
」
と
あ
り
、
祈
親
持
経
が

高
野
山
再
興
を
計
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
以
上
の
類
に
入
ら
な
い
者
を
挙
げ
る
。

延
喜
ノ
第
四
ノ
官
韓
九
日
詞
4
月
（
五
末
・
一
七
オ
）

輝
丸
の
出
自
の
高
山
⊥
l
さ
を
、
血
脈
を
記
す
こ
と
に
ょ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い

る
事
例
で
あ
る
。

昔
大
伴
孔
子
古
刹
ア
リ
（
五
末
・
四
二
ウ
）

光
仁
天
皇
御
宇
宝
亀
元
年
二
大
伴
孔
子
古
〓
詞
4
月
建
立
シ
所
也
（
五
末

・
四
二
ウ
）

大
伴
孔
子
古
は
粉
河
寺
の
創
建
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。

翁
申
テ
云
ク
伝
承
供
天
智
天
皇
摂
津
国
ナ
カ
へ
ノ
西
ノ
宮
ニ
ス
マ
セ
オ
ワ

シ
マ
シ
、
時
ア
マ
タ
小
鳥
ヲ
被
召
ケ
ル
ニ
武
庫
山
満
願
寺
ノ
峯
二
鶴
ヲ
取

給
フ
御
使
ハ
大
友
ノ
公
家
土
石
ケ
ル
人
也
（
五
本

五
三
オ
）

’
ノ
、
へ

こ
れ
は
、
一
谷
合
戦
を
控
え
て
、
土
地
の
「
斧
柄
ノ
妾
」
と
名
乗
る
翁
が
、

義
経
の
質
問
に
応
答
し
て
い
る
詞
で
あ
る
。
「
大
友
ノ
公
家
」
な
る
人
物
は
未

詳
で
あ
る
が
、
天
智
天
皇
の
狩
猟
の
使
者
で
あ
っ
た
と
い
う
立
場
へ
の
配
慮
が

働
い
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
。

是
ハ
大
宮
大
政
大
臣
伊
通
蜘
御
子
息
鳥
飼
中
納
言
伊
実
娘
先
帝
御
乳
母
大

納
言
典
侍
〓
討
刃
也
（
六
末
・
五
九
ウ
）

「
大
納
言
典
侍
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
大
納
言
藤
原
邦
綱
の
養
子
（
輔
子
）

と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
高
安
な
血
脈
と
安
徳
帝
の
乳
母
を
つ
と
め
た
こ
と

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
で
「
と
い
ふ
人
」
の
全
事
例
の
検
討
を
終
る
。
そ
れ
に
ょ
れ
ば
、
「
人
」

と
呼
ば
れ
る
人
物
は
、
一
つ
に
は
公
卿
を
最
高
に
六
位
以
上
の
者
で
、
そ
の
殆

ど
は
藤
原
氏
で
あ
る
が
、
四
位
以
下
の
場
合
に
は
、
そ
の
貴
族
の
血
脈
と
か
地

位
・
立
場
等
が
併
せ
記
述
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
の
文
体
と
見
受
け
ら
れ
る
。

又
、
法
師
の
場
合
も
公
家
の
場
合
に
似
て
、
僧
位
の
高
さ
の
み
で
は
な
く
、
や

は
り
そ
の
出
自
・
血
脈
の
記
述
の
併
せ
見
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

其
他
、
右
に
合
致
し
な
い
事
例
が
若
干
存
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
上
に
述
べ
た

如
く
、
や
は
り
身
分
、
立
場
上
の
高
九
J
t
さ
、
あ
る
い
は
勝
れ
た
事
績
を
有
す
る

人
物
達
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
と
い
ふ
人
」
と
言
わ
れ
る
範
囲
は
、
か
な
り
限
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
、
地
方
の
豪
族
や
武
士
に
は
一



人
の
該
当
者
も
い
な
い
こ
と
が
著
し
い
。

二
、
「
と
い
ふ
者
」

次
に
、
「
と
い
ふ
老
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
か
な
る
人
物
で
あ
る

か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

H
一
人
称
著
の
名
乗
り

御
使
ハ
…
競
ノ
滝
ロ
ト

l
判
剥
ニ
テ
供
（
一
本
・
九
六
ウ
）

山
僧
摂
津
堅
老
竃
雲
日
刊
劃
ニ
テ
候
（
一
本
・
九
八
ウ
）

年
来
ノ
青
侍
二
信
俊
目
刺
剖
（
一
束
・
六
五
ウ
）

吾
ハ
是
大
唐
ノ
栗
山
ノ
士
鐸
承
武
目
刺
剖
ナ
リ
（
二
本
・
九
四
オ
）

我
是
大
唐
ノ
士
元
－
慎
日
刊
月
割
ニ
テ
侍
り
（
二
中
・
七
八
ウ
）

我
ハ
三
澗
ノ
大
介
ト
土
l
剥
也
（
二
末
・
七
四
ウ
）

兵
衛
佐
頼
朝
力
弟
鳥
羽
卿
公
円
全
日
司
剖
ナ
リ
（
三
本
・
七
三
ウ
）

富
部
殿
ノ
郎
等
杵
日
中
源
太
重
光
ト
中
老
也
（
三
本
・
八
四
オ
）

我
ハ
畢
：
マ
ホ
P
シ
目
刺
老
l
也
（
三
末
・
四
ウ
）

伊
豆
国
住
人
天
野
藤
内
遠
景
ト

l
朝
刊
也
（
三
末
二
五
ウ
）

信
乃
国
諏
訪
郡
住
人
手
塚
太
郎
金
判
光
盛
り
詞
剖
ソ
（
三
末
・
三
六
オ
）

信
乃
国
住
人
…
八
島
四
郎
行
綱
目
割
判
ニ
テ
供
（
四
・
五
七
オ
）

我
ハ
括
磨
中
将
ト
云
老
ニ
テ
ア
ル
ソ
（
四
・
五
八
オ
）

鎌
倉
右
兵
衛
頼
朝
力
舎
弟
九
郎
義
経
目
刺
剥
コ
ソ
参
テ
候
へ
（
五
本
二
一

四
オ
）

以
下
は
省
略
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
名
乗
り
の
文
言
に
は
、
「
－
国
住
人
」
の

如
き
出
身
地
を
示
す
も
の
、
丁
郎
等
」
や
「
下
司
」
の
如
く
自
ら
の
身
分
を

示
す
語
を
伴
っ
た
例
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
点
は
、
次
項
以
下
に
挙
げ
る
事
例

と
も
関
連
を
持
っ
て
い
る
。

⇔
郎
等
、
家
子
、
難
色
等

＜
師
高
＞
白
書
シ
テ
ケ
リ
郎
等
二
近
平
四
郎
ナ
ニ
カ
シ
ト
カ
ヤ
中
ケ
ル

一
人
付
ク
リ
ケ
ル
モ
同
自
害
シ
テ
ケ
リ
（
一
末
・
六
〇
ウ
）

共
後
伊
豆
守
ノ
即
等
波
部
党
二
省
ノ
次
郎
ト
l
司
剥
参
ク
リ
ケ
ル
カ
（
二
中

・
九
六
オ
）

和
泉
判
官
力
一
ノ
郎
等
権
守
兼
行
〓
司
剥
ア
リ
（
二
末
・
五
〇
オ
）

佐
々
木
郎
等
二
鹿
嶋
与
一
ト
云
者
（
五
本
二
六
オ
）

木
曽
郎
等
二
藤
太
左
街
門
兼
助
」
司
瑚
（
五
本
二
六
オ
）

判
官
ノ
郎
等
二
安
芸
太
郎
光
実
り
司
剥
ア
リ
（
六
本
・
四
〇
ウ
）

故
少
納
言
入
道
ノ
許
二
師
光
成
景
〓
詞
瑚
ア
リ
ケ
リ
（
一
本
・
七
一
オ
）

家
子
二
人
内
一
人
ハ
比
企
藤
四
郎
能
員
一
人
ハ
和
田
三
郎
宗
実
日
間
剥
ニ

テ
侯
（
四
・
三
二
オ
）

源
蔵
人
ノ
家
千
二
信
乃
二
郎
兢
成
ヨ
瑚
ハ
（
四
・
五
九
オ
）

北
条
雑
色
男
源
藤
次
ト
云
ケ
ル
者
ニ
（
二
末
・
五
一
オ
）

使
ハ
雑
色
新
先
生
H
J
石
l
瑚
也
（
二
末
・
九
四
オ
）

以
下
は
省
略
す
る
。
（
以
後
に
つ
い
て
も
同
様
。
）

⇔
地
方
の
豪
族
、
住
人

木
曽
力
手
二
信
乃
国
住
人
手
塚
太
郎
光
盛
上
云
者
ア
リ
（
三
末
・
三
六
オ
）

加
賀
国
住
人
倉
光
五
郎
〓
司
剥
（
四
・
四
一
ウ
）

河
内
国
住
人
草
苅
ノ
加
賀
房
源
秀
ヨ
剥
（
四
・
五
八
ウ
）

上
野
国
住
人
多
胡
次
郎
家
包
上
云
者
（
五
本
二
一
九
ウ
）

紀
伊
国
住
人
園
部
兵
衛
垂
戊
』
創
刊
（
五
本
・
四
一
オ
）

伊
与
国
住
人
武
智
武
者
所
清
華
上
不
老
（
五
本
・
六
三
オ
）

武
蔵
国
住
人
岡
部
六
矢
田
忠
澄
〓
司
瑚
（
五
本
・
六
七
ウ
）

豊
後
国
住
人
緒
方
一
二
郎
惟
栄
ト
〓
刈
可
判
剥
（
六
末
・
六
七
ウ
）



其
清
三
一
郎
大
夫
〓
詞
剖
ノ
宥
ケ
ル
ニ
（
二
末
・
七
五
ウ
）

播
磨
国
福
井
庄
下
司
次
郎
大
夫
俊
方
ト
‖
司
瑚
（
三
本
・
四
一
オ
）

伊
栄
力
先
祖
ヲ
尋
ヌ
レ
ハ
怨
後
国
知
田
ノ
庄
ト
云
所
二
大
丈
夫
‖
司
劃
二

娘
ア
リ
ケ
リ
（
四
・
二
〇
ウ
）

当
国
ノ
大
名
棍
井
小
矢
太
滋
野
幸
親
」
司
瑚
二
義
仲
ヲ
授
ク
（
三
本
・
二

八
ウ
）

陸
奥
之
郡
二
藤
原
秀
衡
〓
司
瑚
有
（
三
本
・
六
六
オ
）

我
ハ
但
属
国
気
比
権
守
遺
弘
ト
l
」
石
l
潮
力
許
二
有
（
六
末
・
七
九
ウ
）

此
寺
ト
申
ハ
元
ハ
近
江
ノ
大
領
日
刊
司
ノ
私
ノ
寺
ク
リ
シ
ヲ
（
二
末
・
九

九
オ
）

伺
侍去

比
先
祖
相
伝
ノ
所
領
ヲ
無
故
平
家
ノ
侍
越
中
前
司
盛
俊
目
刺
剖
二
押
領

セ
ラ
レ
供
テ
（
五
本
・
五
〇
ウ
）

能
登
守
ノ
侍
二
平
八
為
貝
」
ヨ
刊
取
テ
パ
ケ
テ
（
五
本
・
四
〇
ウ
）

湛
増
タ
ノ
ミ
切
タ
ル
侍
須
々
木
五
郎
左
衛
門
り
司
者
l
（
六
末
・
八
三
ウ
）

本
三
位
中
将
ノ
侍
木
公
右
馬
允
信
時
日
朝
潮
ア
リ
（
五
末
・
六
ウ
）

的
地
方
武
士

難
波
二
郎
〓
詞
刻
ナ
リ
ケ
リ
（
一
末
・
五
三
オ
）

難
波
太
郎
俊
足
日
朝
瑚
ノ
古
見
二
渡
七
給
ト
承
供
シ
カ
（
二
本
・
四
一
ウ
）

信
濃
国
安
貞
郡
木
曽
ト
云
所
テ
：
木
曽
冠
者
義
仲
〓
司
瑚
（
三
本
・
二
六

オ
）

信
乃
国
ニ
コ
へ
テ
木
曽
仲
三
兼
遠
割
判
二
合
テ
（
三
本
・
二
六
ウ
）

木
曽
千
容
木
曽
大
夫
覚
明
日
司
剖
ノ
有
ケ
ル
ヲ
（
三
末
・
三
一
オ
）

木
曽
ノ
冠
者
義
仲
ト
l
一
因
剖
二
郡
ヲ
迫
落
サ
レ
テ
（
六
末
エ
バ
四
オ
）

通
清
力
舎
弟
北
条
三
郎
通
経
上
云
老
（
三
本
・
三
三
オ
）

内
雑
役

京
二
紺
掻
ニ

テ
ア
リ
ケ
ル
字
五
郎
ト
申
ケ
ル
老
（
四

三
五
オ
）

八
条
官
ノ
房
官
二
大
進
法
橋
行
清
〓
司
瑚
有
ケ
リ
（
四
・
六
一
オ
）

出
法
師

其
コ

P
熊
野
別
当
覚
応
法
眼
ト
云
ケ
ル
名

ヲ
パ
オ
ホ
エ
ノ
法
眼
ト
ソ
申
ケ

ル
　
（
二
中
・
二
四
ウ
）

官
ノ
御
方
二
法
輸
院
ノ
荒
土
佐
銃
抜
目
」
万
l
剥
ア
リ
（
二
中
・
五
七
オ
）

安
l
二
様
房
阿
闇
梨
心
海
H
d
剥
ア
リ
（
二
中
・
四
三
ウ
）

円
満
院
ノ
大
柿
慶
秀
矢
切
ノ
但
馬
明
神
〓
詞
剖
ア
リ
（
二
中
・
五
四
ウ
）

判
官
力
後
見
ノ
法
師
元
ハ
山
法
師
二
注
記
〓
司
瑚
ニ
テ
有
ケ
ル
カ
（
二
末

・
五
二
オ
）

昔
モ
今
モ
世
ノ
ヲ
ソ
ロ
シ
キ
事
ハ
河
内
国
弓
削
ト
云
所
二
道
鏡
法
師
〓
云
l

瑚
召
レ
テ
禁
中
二
俣
ケ
ル
カ
（
三
末
・
九
一
ウ
）

的
歌
仙

昔
小
野
小
町
ト
云
ケ
ル
老

ハ
色
良
人
二
勝
レ
テ
情
モ
探
カ
リ
ケ
レ
ハ
　
（
五

本
・
八
四
ウ
）

讃
岐
国
へ
被
移
マ
シ
マ
ス
由
ヲ
聞
テ
其
比
西
行
日
間
4
4
瑚
カ
ク
ソ
思
ツ

、
ケ
、
レ
（
一
末
二
〇
六
ウ
）

の
怪
異
、
伝
説
的
人
物

紀
伊
国
名
草
郡
貴
志
庄
艦
尾
村
三
ノ
異
禽
ア
リ
世
ノ
土
蜘
ト
l
詞
瑚
ア
リ

（
二
中
二
二
二
オ
）

二
言
主
恨
ヲ
ナ
シ
テ
御
門
二
偽
り
奏
シ
ケ
ル
ハ
役
優
婆
盗
り
司
瑚
位
ヲ
憤

ム
ト
ス
（
三
末
・
六
ウ
）

は
毘
且
人

洪
ノ
天
漢
元
年
二
又
李
将
軍
〓
」
宕
l
剖
ト
蘇
子
荊
ト
云
兵
ト
ヲ
差
遣
ス
（
一



末
・
九
七
ウ
）

昔
シ
モ
ロ
コ
シ
ニ
漢
ノ
明
帝
ノ
時
劉
艮
阪
捧
ト
云
シ
二
人
ノ
老
…
天
台
山

へ
登
リ
ケ
ル
カ
（
二
本
・
五
〇
ウ
）

昔
唐
国
二
孟
嘗
君
〓
詞
剖
ア
リ
キ
（
二
中
・
四
五
ウ
）

其
中
二
李
不
提
り
司
盗
能
ク
ス
ル
者
ア
リ
（
二
中
・
四
六
ウ
）

鶏
明
日
司
老
l
高
木
ノ
末
二
登
テ
鶏
ノ
虚
音
ヲ
シ
タ
リ
ケ
レ
ハ
（
二
中
・
四

六
ウ
）

ケ
イ
ハ
ウ

昔
唐
国
二
楚
□
競
望
力
千
二
燕
ノ
太
子
丹
〓
詞
剖
ア
リ
（
二
中
二
二
四

オ
）

荊
珂
安
国
二
至
リ
ヌ
…
秦
皇
ノ
寵
臣
計
針
』
瑚
二
㌢
秦
皇
二
申
出

（
二
中
・
〓
≡
オ
）

鞠
武
ト
云
ケ
ル

ヲ
開
テ
太
子
ヲ
訣
テ
云
（
二
中
二
二
六
オ
）

其
比
焚
於
期
上
石
ケ
ル
老

ハ
秦
皇
ノ
為
二
罪
セ
ラ
レ
テ
（
二
中
二
二
六

オ
）

余
波
ヲ
惜
ミ
酒
ヲ
飲
ケ
ル
昌
酎
●
離
」
ヨ
利
賀
撃
ツ
（
二
中
・
〓
ニ

○
オ
）

前
漢
後
洪
ノ
問
二
王
葬
劉
玄
ト
云
ケ
ル
老
一

二
行
ケ
ル
カ
如
ク
（
四
・
六
九
ウ
）

一
人
世
ヲ
執
テ
十
八
年
我
マ

日
系
譜
未
詳
老

京
者
中
二
中
務
丞
知
国
ト
l
司
劃
ア
リ
ケ
ル
カ
申
請
テ
伐
テ
ケ
リ
（
六
末
・

一
九
オ
）

思
ノ
外
二
鳥
羽
ノ
刑
部
左
街
門
目
刺
刊
剰
瑚
相
ツ
レ
テ
供
へ
ハ
（
二
末
・

六
オ
）

臼
上
位
者
か
ら
下
位
者
を

入
道
弥
ヨ
不
安
－
ヵ
ラ
思
テ
恕
ヲ
ナ
シ
テ
ア
ヲ
ヰ
死
ナ
ハ
サ
テ
モ
ナ
ク
テ

小
督
ト
カ
ヤ
云
老
ヲ
被
召
一
ナ
ル
ソ
是
ヲ
取
テ
尼
こ
ナ
セ
　
（
三
本
・
一
五

オ
）

手
越
宿
ノ
長
者
力
娘
千
手
‖
望
瑚
ニ
テ
供
（
五
末
・
二
二
ウ
）

汝
ハ
何
ナ
ル
老
ナ
ニ
カ
シ
ト
云
老
ナ
レ
ハ
此
夜
中
ニ
カ
程
ノ
ミ
山
ヲ
通
ル

ソ
（
五
本
・
五
二
ウ
）

臼
身
内
の
者
を

君
ノ
酋
八
条
へ
召
寵
ラ
レ
サ
セ
給
シ
後
ハ
御
ア
タ
リ
ノ
人
と
目
刺
剥
ヲ
バ

ト
ラ
へ
カ
ラ
メ
ホ
タ
シ
ヲ
打
（
有
王
丸
1
俊
寛
、
二
本
・
五
七
オ
）

入
道
力
継
母
池
尼
胡
劃
彼
頼
朝
ヲ
見
侠
テ
余
リ
ニ
無
断
カ
リ
候
テ

（
浄
海
1
院
御
所
、
二
中
・
一
三
六
ウ
）

少
納
言
入
道
千
二
弁
入
道
貞
怒
り
判
明
者
供
シ
娘
二
阿
波
弁
内
侍
ト
申
供

シ
バ
尼
力
事
ニ
テ
供
（
阿
波
内
侍
1
後
白
河
法
皇
、
六
末
・
五
九
オ
）

扁
平
氏
か
ら
源
氏
を

三
条
ノ
橘
次
ト
云
シ
金
商
人
力
袋
笠
損
料
セ
ヲ
ウ
テ
陸
奥
へ
具
テ
下
ク
リ

シ
童
名
合
邦
王
〓
詞
4
割
ノ
事
コ
サ
ン
ナ
レ
（
六
本
・
二
四
オ
）

臼
源
氏
か
ら
平
氏
を

帰
命
頂
礼
…
変
二
頃
年
之
問
平
相
国
〓
司
劃
ア
リ
管
－
領
シ
テ
四
海
】
ヲ

而
令
悩
－
乱
万
民
一
，
（
三
末
・
≡
l
ウ
）

サ
テ
モ
平
家
ノ
一
族
上
京
老
ヲ
二
人
モ
不
清
一
皆
可
失
】
　
（
六
末
二
一
四

オ
）

「
と
い
ふ
老
」
の
事
例
は
「
と
い
ふ
人
」
の
約
三
倍
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
第

一
節
に
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
右
に
按
々
述
べ
た
と
こ
ろ
に
ょ
っ
て
、
「
人
」

の
用
い
ら
れ
る
範
囲
は
、
本
邦
・
裏
且
を
並
べ
て
王
族
・
貴
族
を
中
心
に
ご
く

限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
「
老
」
は
、
武
者
を
始
め
と
し
て
極
め



て
広
い
範
囲
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

三
、
格
助
詞
「
が
」
　
「
の
」
と
の
相
応

平
家
物
語
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
多
く
の
人
物
が
登
場
す
る
。
そ
れ
に
伴

っ
て
、
人
物
の
系
譜
に
関
す
る
記
述
も
数
多
く
見
ら
れ
、
そ
の
記
述
に
は
、
表

現
上
際
立
っ
た
傾
向
が
窺
わ
れ
る
。

ま
ず
一
例
を
掲
げ
よ
う
。

①
ナ
ラ
ノ
帝
ノ
御
時
右
大
臣
不
比
等
4
孫
l
式
部
由
宇
合
4
割
刊
右
近
街
権
少

将
兼
大
宰
ノ
小
弐
藤
原
ノ
広
嗣
封
川
オ
ワ
シ
キ
（
三
末
・
四
二
オ
）

◎
東
国
下
野
国
ノ
住
人
足
利
ノ
太
郎
俊
桐
珂
刊
二
足
利
又
太
郎
忠
桐
ト
云
者

ア
リ
（
二
中
・
五
八
ウ
）

前
者
①
で
は
、
藤
原
広
嗣
が
藤
原
不
比
等
、
藤
原
宇
合
ら
と
同
血
脈
に
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
三
者
の
関
係
を
示
す
表
現
と
し
て
、
「
ノ
孫
」
「
ノ
御

子
」
に
応
じ
て
「
ト
云
人
」
と
あ
る
点
に
注
目
し
、
又
、
後
者
◎
で
は
、
「
足

利
ノ
太
郎
俊
綱
」
と
「
足
利
又
太
郎
忠
綱
」
と
が
同
血
脈
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
お
り
、
一
方
を
「
ガ
」
が
承
け
、
そ
れ
に
応
じ
て
他
方
を
「
ト
云
者
」
が

承
け
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

又
、
別
に
次
の
如
き
事
例
も
有
る
。

⑧
胡
摩
僧
正
行
塵
上
方
シ
人
ハ
白
河
院
4
劉
刊
也
（
一
本
・
四
二
オ
）

④
陸
奥
之
郡
二
藤
原
秀
衡
〓
司
l
劃
有
役
ハ
武
蔵
守
秀
細
別
刻
男
修
理
権
大
夫

経
活
刈
閑
権
太
郎
清
衡
刈
刊
也
（
三
本
・
六
六
オ
）

前
著
⑧
で
は
、
「
行
慶
」
と
「
白
河
院
」
と
が
同
血
脈
に
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
る
。
又
④
で
は
、
「
藤
原
秀
衡
」
と
「
武
蔵
守
秀
脚
」
　
「
修
理
権
大
夫
経
清
」

及
び
「
権
太
郎
清
衡
」
と
が
同
血
脈
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
た
だ
、
文
中

に
お
け
る
「
ト
云
シ
人
」
と
「
ノ
御
子
」
、
及
び
　
「
ト
云
者
」
と
　
「
ガ
末
葉
」

「
ガ
孫
」
　
「
ガ
子
」
と
の
位
毘
関
係
は
、
①
①
と
は
丁
度
逆
に
な
っ
て
い
る

が
、
「
人
」
と
「
ノ
」
、
「
老
」
と
「
ガ
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
て
い
る
点
で

は
等
し
い
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
記
述
の
便
宜
の
た
め
に
、
①
㊥
の

〕

　

　

　

　

　

〕

構
造
を
取
る
も
の
を
甲
型
、
⑨
④
を
乙
型
と
呼
ん
で
区
別
す
る
こ
と
と
し
た

い
。と

こ
ろ
で
、
格
助
詞
「
が
」
　
「
の
」
の
使
い
分
け
に
ょ
る
尊
卑
表
現
に
つ
い

て
は
、
既
に
多
く
の
論
文
が
先
学
に
ょ
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
又
、
延
庭
木

平
家
物
語
に
お
け
る
連
体
格
助
詞
「
が
」
　
「
の
」
の
尊
卑
表
現
に
つ
い
て
は
、

（6）

別
に
詳
し
く
述
べ
る
用
意
が
拙
稿
筆
者
に
あ
る
の
で
暫
く
措
く
と
し
て
、
小
稿

で
は
、
「
人
」
　
「
老
」
と
「
が
」
　
「
の
」
と
の
問
に
見
ら
れ
る
相
応
性
と
い
う

べ
き
現
象
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
思
う
。

〕

　

　

〕

ま
ず
「
ト
云
人
」
に
関
わ
る
甲
型
・
乙
型
事
例
を
列
挙
し
て
説
明
を
加
え

〔
　
　
　
　
〔

る
。〕甲

型

〔

此
三
位
4
兄
二
越
前
法
橋
章
救
〓
詞
刃
有
ケ
リ
（
四
・
五
九
ウ
）

故
少
納
言
入
道
ノ
末
子
二
宰
相
伯
定
日
詞
刃
ヲ
ワ
シ
ケ
リ
（
四
・
六
一
ウ
）

小
松
殿
ノ
末
子
二
土
佐
守
宗
実
り
詞
刃
オ
ワ
シ
ケ
リ
（
六
末
・
八
四
ウ
）

曾其
比
左
少
弁
行
隆
ト
l
刺
刃
ハ
閑
院
ノ
右
大
臣
冬
副
ヨ
リ
ハ
十
二
代
故
中
山

中
納
言
顕
時
脚
4
長
男
ニ
テ
オ
ワ
セ
シ
カ
（
二
本
・
九
六
オ
）

少
納
言
伊
長
ト
申
ケ
ル
人
ハ

ア
コ
丸
ノ
大
納
言
宗
通
蜘
ノ
孫
備
後
前
司
季

通
4
子
也
（
二
中
・
一
九
ウ
）

以
上
の
諸
例
に
ょ
っ
て
、
「
ノ
～
」
と
「
ト
云
人
」
と
の
相
応
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
う
し
て
、
「
ノ
」
の
下
に
は
、
「
孫
」
　
「
御
子
」
　
「
兄
」

「
末
子
」
　
「
長
男
」
　
「
子
」
等
、
様
々
の
体
言
が
接
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す



れ
ば
、
「
ノ
～
」
の
構
成
要
素
を
固
定
的
に
把
え
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
「
ト

云
人
」
（
こ
の
句
の
中
核
を
な
す
語
は
「
人
」
で
あ
る
。
）
と
の
相
応
と
い
う
視

点
に
お
い
て
は
、
「
ノ
」
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
ト
云
老
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

〕甲
型

〔

故
六
条
判
官
為
義
力
孫
帯
刀
先
生
義
賢
次
男
木
曽
冠
者
義
仲
日
司
瑚
（
三

本
・
二
六
オ
）

西
寂
カ
l
甥
沼
賀
七
郎
伊
重
り
司
渕
（
三
本
・
三
二
ウ
）

通
活
力
l
舎
弟
北
条
三
郎
通
経
ト
云
者
（
三
本
二
二
三
オ
）

昔
唐
国
主
楚
款
刺
子
二
燕
ノ
太
子
丹
刃
司
瑚
ア
リ
（
二
中
，
三
四

オ
）

渡
辺
源
五
右
馬
允
番
判
子
二
源
兵
衛
尉
眠
』
創
刊
急
キ
踊
入
テ
（
六
本
・

三
七
ウ
）

右
は
、
い
ず
れ
も
地
の
文
に
お
け
る
事
例
で
あ
る
。
つ
い
で
会
話
文
に
お
け

る
事
例
を
掲
げ
る
。

御
使
ハ
渡
部
党
二
箕
田
の
源
七
綱
刈
末
葉
競
ノ
滝
口
〓
割
判
ニ
テ
供
（
一

本
・
九
六
ウ
）

（
話
し
手
の
「
競
ノ
滝
口
」
が
自
ら
を
「
老
」
と
呼
ぶ
と
共
に
、
同
血
脈

の
「
源
七
綱
」
に
「
ガ
」
を
接
せ
し
め
て
い
る
。
）

兵
衛
佐
頼
朝
刈
弟
鳥
羽
脚
公
円
全
ト
l
J
石
l
剖
ナ
リ
（
三
本
・
七
三
ウ
）

鎌
倉
右
兵
衛
頼
朝
刈
舎
弟
九
郎
義
経
日
刊
瑚
コ
ソ
参
テ
侯
へ
（
五
本
・
二

四
オ
）

（
右
の
二
例
で
は
、
前
者
の
話
し
手
は
「
円
全
」
、
後
者
の
そ
れ
は
「
義

経
」
で
あ
る
。
自
ら
を
「
ト
云
老
」
と
す
る
の
は
、
上
述
の
如
く
名
乗
り

の
場
合
の
常
と
考
え
ら
れ
る
が
、
相
対
す
る
人
物
が
「
頼
朝
」
で
あ
っ
て

も
「
ガ
」
で
承
け
て
い
る
。
身
内
に
は
「
ガ
」
を
用
い
る
の
が
普
通
の
語

法
と
見
受
け
ら
れ
る
。
以
下
の
事
例
も
参
照
。
）

カ
ク
申
ハ
信
乃
国
住
人
ス
ワ
ノ
上
ノ
官
ノ
千
野
大
夫
光
家
力
刈
嫡
子
千
野
太

郎
光
弘
日
刊
剥
側
（
五
木
・
三
四
オ
）

手
越
宿
ノ
長
老
刈
娘
千
手
日
刊
瑚
ニ
テ
供
（
五
末
・
二
二
ウ
）

阿
波
民
部
大
夫
刈
子
息
田
内
左
衛
門
成
置
日
刊
瑚
ソ
（
六
本
二
一
ウ
）

故
八
幡
太
郎
殿
乳
人
子
二
雲
上
ノ
後
藤
内
範
朝
力
三
代
孫
藤
次
兵
衛
尉
範

忠
日
刊
瑚
也
（
六
本
二
八
ウ
）

〕乙
型

〔

熊
野
別
当
覚
応
法
眼
ト
云
ケ
ル
者
ヲ
パ
オ
ホ
エ
ノ
法
眼
ト
ソ
申
ケ
ル
此
ハ

六
条
判
官
為
義
刈
娘
ノ
腹
こ
テ
有
ケ
レ
ハ
　
（
二
中
・
二
四
ウ
）

越
後
城
太
郎
平
資
長
』
割
判
ア
リ
是
ハ
余
五
将
軍
維
茂
カ
l
後
胤
奥
山
太
郎

永
家
力
孫
城
鬼
九
郎
資
国
到
ナ
也
（
三
本
・
六
六
オ
）

以
上
の
諸
例
に
ょ
っ
て
、
「
ガ
～
」
と
「
ト
云
者
」
と
の
相
応
す
る
こ
と
を

認
め
得
る
。
「
ガ
」
に
下
接
し
て
い
る
体
言
と
し
て
、
「
孫
」
　
「
規
」
　
「
舎
弟
」

「
子
」
　
「
末
葉
」
　
「
弟
」
　
「
嫡
子
」
　
「
娘
」
　
「
子
息
」
　
「
三
代
孫
」
　
「
後
胤
」

等
の
来
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
「
ガ
～
」
の
構
成
を
固
定
的
に
把
え
る

こ
と
ほ
妥
当
で
な
く
、
「
ト
云
老
」
（
こ
の
句
の
中
核
を
な
す
語
は
　
「
老
」
）
と

の
相
応
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
「
ガ
」
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

か
く
て
、
同
一
血
脈
に
係
る
人
物
に
つ
い
て
、
「
人
」
と
連
体
格
助
詞
「
ノ
」

と
が
、
又
、
「
者
」
と
同
じ
く
「
ガ
」
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
相
応
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
来
た
。
そ
の
内
、
「
老
」
と
「
ガ
」
に
つ
い
て
は
例
外

が
見
ら
れ
な
い
が
、
「
人
」
と
「
ノ
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
一
例
が
そ
れ
と
見

傲
さ
れ
る
。



其
比
静
憲
法
印
ト
申
ケ
ル

六
八
オ
）

人
ハ
故
少
納
言
入
遺
伝
西
力
子
息
也

（
一
本
・

こ
の
事
例
で
は
、
上
に
見
て
来
た
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
「
ガ
」
に
は
「
ノ
」

〕

が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
幸
い
に
、
本
節
「
ト
云
人
」
甲
型
第
二
例
と

〔

し
て
既
に
掲
げ
た
例
文
が
、
こ
れ
と
比
較
対
照
し
得
る
の
で
、
再
び
掲
げ
る
こ

と
を
許
さ
れ
た
い
。

故
少
納
言
入
道
ノ
末
子
二
宰
相
情
意
ト
云
人
ヲ
ワ
シ
ケ
リ
（
四
・
六
一
ウ
）

「
情
意
」
は
通
窓
の
五
男
で
、
後
備
範
と
改
名
し
た
人
物
で
あ
る
。
（
『
公
卿

補
任
』
に
拠
る
。
）
こ
の
方
で
は
「
／
l
末
子
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て

お
き
た
い
。

四
、
「
が
」
　
「
の
」
と
の
相
応
の
意
味

－
　
結
び
に
代
え
て
1
－

前
節
で
述
べ
た
「
人
」
と
「
の
」
、
「
老
」
と
「
が
」
の
相
応
と
い
う
現
象
そ

の
も
の
は
、
決
し
て
同
血
脈
の
人
物
の
場
合
に
限
っ
て
起
こ
る
こ
と
で
は
な

い
。
例
え
は
、
次
の
如
き
事
例
が
有
る
。

後
白
川
院
ノ
近
習
老
坊
門
中
納
言
親
信
り
詞
刃
ヲ
ハ
シ
キ
（
一
末
二
二
〇

オ
）

院
4
近
習
老
三
間
右
衛
門
督
光
能
脚
ト
云
人
ア
リ
（
二
末
・
四
二
オ
）

こ
こ
で
は
、
「
院
」
と
「
親
信
」
　
「
光
能
」
と
ほ
言
う
ま
で
も
な
く
同
血
脈

の
人
物
で
は
な
い
。
偶
々
「
後
白
川
院
」
　
「
中
納
言
親
信
」
、
「
院
」
　
「
前
右
街

門
督
光
能
掴
」
で
あ
る
が
故
に
「
ノ
」
と
「
人
」
と
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
。
次
に
掲
げ
る
事
例
も
、
「
大
師
」
で
あ
り
「
内
供
涼
祐
」
で
あ

る
が
故
に
、
「
ノ
」
と
「
人
」
と
が
用
い
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

霧
深
ク
立
渡
テ
大
師
4
御
姿
見
へ
サ
七
給
ハ
ス
御
弟
子
ニ
テ
石
山
ノ
内
供

淳
括
り
司
刃
オ
ハ
シ
キ
（
五
末
・
三
二
オ
）

又
、
「
老
」
と
「
が
」
と
に
つ
い
て
、
次
の
如
き
事
例
が
有
る
。

和
泉
判
官
力
一
ノ
即
等
権
守
兼
行
ト
云
者
ア
リ
（
二
末
・
五
〇
オ
）

木
曽
刈
手
二
信
乃
国
住
人
手
塚
太
郎
光
盛
り
司
瑚
ア
リ
（
一
二
末
・
三
六
オ
）

大
田
四
郎
刈
即
等
左
前
ト
l
J
石
l
剖
（
五
本
・
六
八
ウ
）

右
三
例
で
は
、
「
和
泉
判
官
」
と
「
椎
守
兼
行
」
、
「
木
曽
」
と
「
手
塚
太
郎

光
成
巴
、
「
大
田
四
郎
」
と
「
左
前
」
、
そ
れ
ぞ
れ
血
脈
を
同
じ
く
す
る
も
の
で

は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
偶
々
「
ガ
」
　
「
者
」
が
相
応
し
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
何
故
か
な
ら
ば
、
次
に
掲
げ
る
如
く
、
「
ノ
」
と
「
老
」
と
の
相

応
か
と
思
わ
し
め
る
よ
う
な
事
例
も
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

鎌
倉
殿
4
御
代
官
北
条
四
郎
時
政
ト
l
融
剖
御
迎
二
参
ク
リ
（
六
末
・
二
五

ウ
）

八
条
官
ノ
房
官
二
大
進
法
橋
行
治
り
司
瑚
有
ケ
リ
（
四
・
六
一
オ
）

源
蔵
人
4
家
子
二
信
乃
二
郎
転
成
〓
司
剖
ハ
（
四
・
五
九
オ
）

能
登
守
ノ
侍
二
平
八
為
貝
」
ヨ
刊
（
五
本
・
四
〇
ウ
）

本
三
位
中
将
ノ
ー
侍
木
公
右
馬
允
信
時
日
朝
潮
ア
リ
（
五
末
・
六
ウ
）

判
官
4
郎
等
二
安
芸
太
郎
光
実
ト
云
老
ア
リ
（
六
本
・
四
〇
ウ
）

千
両
ノ
金
色
々
ノ
財
ヲ
以
テ
秦
皇
4
琉
臣
哀
慕
H
J
石
l
瑚
二
賂
テ
（
二
中
・

一
三
一
オ
）

故
少
納
言
入
道
4
許
l
l
師
光
成
景
ト
云
者
ア
リ
ケ
リ
（
一
本
・
七
一
オ
）

富
部
殿
4
郎
等
杵
日
中
正
大
重
光
〓
割
判
也
（
三
本
・
八
四
オ
）
＜
会
話

文
＞

走
ハ
薩
摩
守
殿
ノ
御
内
三
軍
嶋
九
郎
〓
融
剖
ニ
テ
供
（
五
本
・
七
六
ウ
）

＜
会
話
文
＞

右
の
十
例
に
お
い
て
は
、
「
上
云
老
」
と
は
関
係
無
く
、
「
鎌
倉
殿
」
　
「
八
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条
官
」
　
「
源
蔵
人
」
　
「
能
登
守
」
　
「
本
三
位
中
将
」
　
「
判
官
」
　
「
秦
皇
」
　
「
故

少
納
言
入
道
」
　
「
富
部
殿
」
　
「
薩
摩
守
殿
」
等
の
人
物
は
、
そ
の
地
位
や
身
分

等
に
因
っ
て
「
ノ
」
が
選
択
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
小
稿
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
纏
め
れ
ば
、
連
体
格
助
詞
「
の
」
は
「
人
」

（7）

と
、
又
、
「
が
」
は
「
老
」
と
そ
れ
ぞ
れ
感
情
価
値
表
現
の
方
向
を
等
し
く
し

て
調
和
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
す
れ
ば
、
次
に
掲
げ
る
如
き
、
「
老
」
と
「
が
」
、
「
人
」
と
「
の
」
の
結

合
し
た
茅
現
が
有
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
「
人
」
と
「
が
」
の
結
合
し
た
例
は

見
出
し
が
た
い
。
但
し
、
「
老
」
と
「
の
」
が
結
合
し
た
例
は
二
箇
見
出
し
得

る。）
此
ハ
安
芸
国
住
人
ニ
テ
モ
ナ
シ
安
芸
守
ノ
子
ニ
テ
モ
ナ
シ
阿
波
園
住
人
安

キ
大
領
」
司
瑚
刺
子
也
（
六
本
・
四
〇
ウ
）

我
ハ
但
馬
国
気
比
権
守
遺
弘
』
剖
司
刺
許
二
有
也
（
六
末
・
七
九
ウ
）

間
近
ク
大
政
大
臣
平
清
盛
入
道
法
名
淡

心
モ
詞
モ
及
ハ
レ
ネ
（
一
本
・
九
ウ
）

申
ケ
ル
人
ノ
有
様
伝
承
コ
ソ

唐
国
ノ
周
西
伯
留
ト
云
ケ
ル
人
ノ
船
ニ
コ
ソ
白
魚
躍
り
入
ク
リ
ケ
ル
ト
ハ

伝
聞
ケ
（
一
本
二
一
四
オ
）

か
く
し
て
、
そ
の
区
別
は
個
人
か
ら
血
縁
集
団
に
も
及
び
、
〔
人
I
の
〕

の
血
脈
、
そ
れ
に
対
す
る
〔
老
I
l
が
〕
の
血
脈
と
い
う
差
別
を
、
そ
こ
か
ら

明
瞭
に
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）
　
浜
田
　
敦
「
『
も
の
』
と
『
こ
と
』
」
（
『
胡
出
師
咄
豊
東
方
学
論
集
』

昭
四
七
・
二
）
殊
に
六
貫
以
下
参
照
。

（
2
）
　
本
文
は
『
延
庭
木
平
家
物
語
』
　
（
大
東
急
記
念
文
庫
発
行
、
汲
古
書

院
製
作
）
に
拠
る
。

（
3
）
　
岩
佐
　
正
「
正
成
ト
云
老
ア
リ
キ
」
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
神
皇

正
統
記
増
銃
』
二
〇
九
頁
補
注
四
六
）

我
妻
建
治
「
『
神
皇
正
統
記
』
の
『
ヒ
ト
』
と
『
モ
ノ
』
－
『
童
蒙
』

補
考
－
」
（
「
成
城
文
芸
」
第
六
九
号
、
昭
四
九
・
四
）

大
野
　
晋
「
『
も
の
』
と
い
う
言
葉
」
（
『
講
座
古
代
学
』
　
昭
和
五
〇

年
中
央
公
論
社
）

拙
稿
「
平
安
時
代
語
と
し
て
の
『
ひ
と
』
と
『
も
の
』
」
　
（
「
国
語
教

育
」
第
二
二
号
、
昭
五
〇
・
一
高
知
大
学
）

拙
稿
「
漢
文
訓
読
語
の
一
面
－
『
老
』
を
『
モ
ノ
』
と
訓
む
こ
と
の

意
味
－
」
（
『
嵩
誓
教
授
国
語
史
論
集
』
昭
和
至
年
表
現
社
）

我
妻
建
治
「
『
ヒ
ト
』
と
　
『
モ
ノ
』
考
H
I
『
増
鏡
』
の
場
合
－
」

（
「
成
城
大
垣
大
部
紀
要
」
第
八
号
、
昭
五
二
・
三
）

拙
稿
「
数
行
信
証
に
お
け
る
『
ヒ
ト
』
と
『
モ
／
』
－
『
老
』
の
訓

を
と
お
し
て
ー
」
（
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
三
柏
、
昭
五
五
・
三
）

（
4
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
』
に
拠
る
。

（
5
）
　
綾
村
　
宏
「
石
山
寺
重
書
類
に
つ
い
て
」
（
『
石
山
寺
の
研
究
一
切
露
笥
』

昭
和
五
三
年
宝
蔵
館
）
九
一
八
頁
。

（
6
）
　
格
助
詞
「
が
」
　
「
の
」
の
所
謂
尊
卑
表
現
に
関
す
る
先
行
論
文
名

は
、
近
く
発
表
予
定
の
別
稿
に
譲
る
。

（
7
）
　
「
感
情
価
値
」
と
い
う
用
語
は
、
小
林
好
日
「
助
詞
『
が
』
の
表
現

的
価
値
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
　
第
一
五
巻
一
〇
号
、
昭
二
二
・
一
〇

「
国
語
学
の
諸
問
題
」
　
昭
和
一
六
年
岩
波
書
店
）
、
寿
岳
章
子
「
室
町

時
代
の
『
の
・
が
』
－
そ
の
感
情
価
倍
表
現
を
中
心
に
ー
」
（
「
国
語
国

文
」
第
二
七
巻
七
号
、
昭
三
三
・
七
『
室
町
時
代
語
の
表
現
』
昭
和
五

八
年
清
文
堂
）
に
な
ら
う
。

－
　
三
重
大
学
教
授
　
－
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